
 

 

 

 

 

第４回 

FLECフォーラム 
～社会的養護の健全な発展のために～ 

報告書 
 

 

 

 

全国家庭養護推進ネットワーク 

令和４年（2022）３月 
 

 

 

 

  

 



  

 

第 4回 FLECフォーラム報告書 

 

はじめに  
 

FLEC フォーラムは、すべての子どもたちに家庭での生活を（Family Life for Every Child: 

FLEC）という思いをこめて、社会的養護とその関連分野にさまざまな立場で携わる関係者が集い、

相互のネットワークの構築・強化を図るとともに、実効性のある施策について意見を交わすこと

を目的に、毎年開催してきた FLECフォーラムも今回で第４回になります。 

当初より新型コロナウイルス感染症の影響を念頭に準備してまいりましたが、感染の急拡大の

タイミングと重なったことで、レセプションの中止等の急な変更、事務局スタッフの不足等によ

る運営の不備等、参加者の皆様には、色々とご迷惑をおかけいたしました。 

そのような状況の中、皆様のご協力と温かいお心遣いに助けられ、何とか無事終了することが

できました。関わってくださったすべての皆様に感謝申し上げます。 

今回のフォーラムでは、昨年に引き続きプレセッションを開催いたしました。「フォスタリン

グ機関評価を含めた社会的養護全体の評価について考える」をテーマに、研究者の皆様を中心に、

包括的な評価の在り方を議論いたしました。 

続く２日間は、基調講演、２つのシンポジウム、２つのパネルディスカッション、特別講演・

鼎談を行い、それぞれ示唆に富んだ発表を踏まえての活発な討議や意見交換を行っていただきま

した。 

今年は児童福祉法改正が予定されておりますので、「児童福祉法改正と今後の社会的養護の展

望」をメインシンポジウムのテーマとして取り上げることにしました。基調講演は、厚生労働省

子ども家庭福祉課長に担っていただき、続くシンポジウムでは、児童福祉法改正と今後の社会的

養護の展望について、子どもの権利を中心に置いた徹底討論を行いました。 

パネルディスカッションでは、「家庭養護推進・里親支援の先進事例」と「特別養子縁組にお

ける子どもの出自の取り扱いをめぐって」の２つを取り上げました。前者では、実践の先にある

先進事例について色々な立場の方からご発表いただき、家庭養護や里親支援を一歩先に進めるた

めの多くの示唆をいただきました。後者では、子ども出自の取り扱いという非常に難しい課題を

取り上げ、現場や学者の皆様と一緒に今後のあり方を議論しました。 

また、今回は、特別講演として「社会的養護における心理職の役割」を取り上げ、続く鼎談で

議論を深めました。 

最後のシンポジウムでは、「女性支援・母子保健と社会的養護の連携と協働」を取り上げまし

た。 

今年は、次の社会的養護に関する制度改正が行われる重要な年になると存じます。私たちは、

そうした制度改正への対応などを念頭に置いて活動しつつ、さらなる皆様とのネットワークを構



  

 

第 4回 FLECフォーラム報告書 

築しながら、皆様とともに、全ての子どもたちに最善の利益に沿った生活環境を保障するための

歩みを続け、その役割を果たしてまいりたいと存じます。 

また、次回こそは、直接皆様にお目に書かれますよう、次回に向けての準備を進めてまいりた

いと思います、 

このネットワークとフォーラムが、わが国のすべての子どもたちの未来を切り拓く一助となる

ことを切に願っております。 

令和４年３月 31日 

全国家庭養護推進ネットワーク 
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FLECフォーラムとは 

すべての子どもたちに家庭での生活を（Family Life for Every Child: FLEC）とい
う思いをこめて、家庭養護とその関連分野にさまざまな立場で携わる関係者が集い、
相互のネットワークの構築・強化を図るとともに、実効性のある施策について意見を
交わすことを目的に、FLECフォーラムを開催します。 

全国家庭養護推進ネットワークとは 

家庭養護とその関連分野の関係者相互のネットワークの構築・強化を図るととも
に、実効性のある施策について、志ある方々が、それぞれの主体間の垣根や主義主
張の相違を超え、横断的に交流、討議するプラットフォームとして設立いたしま
す。 

今回（第 4回）の主なトピック 

＜プレセッション＞ 
 ・フォスタリング機関評価を含めた社会的養護全体の評価について考える 
＜メインシンポジウム＞ 
 ・児童福祉法改正と今後の社会的養護の展望 
＜特別講演・鼎談＞ 
 ・社会的養護における心理職の役割 
＜パネルディスカッション＞ 
 ・家庭養護推進・里親支援の先進事例 
 ・特別養子縁組における子どもの出自の取り扱いをめぐって 
＜シンポジウム＞ 
 ・女性支援・母子保健と社会的養護の連携と協働 
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共同代表・幹事・設立発起人・事務局 

  

共同代表 

潮谷  義子（スペシャルオリンピックス日本・熊本 理事長、前熊本県知事）  

柏女  霊峰（淑徳大学総合福祉学部教授） 

相澤   仁（大分大学福祉健康科学部教授） 

 

幹事  

相澤  仁（大分大学福祉健康科学部 教授） 

新井 淳子（一般社団法人 こどもみらい横浜会長） 

柏女 霊峰（淑徳大学総合福祉学部 教授） 

上鹿渡和宏（早稲田大学人間科学学術院 教授、早稲田大学社会的養育研究所 所長） 

北川 聡子（社会福祉法人麦の子会 理事長、日本ファミリーホーム協議会 会長） 

潮谷 義子（スペシャルオリンピックス日本・熊本 理事長、前熊本県知事）   

長田 淳子（二葉乳児院 副施設長・フォスタリングチーム統括責任者） 

都留 和光（二葉乳児院 施設長） 

橋本 達昌（全国児童家庭支援センター協議会 会長、一陽 統括所長） 

藤井 康弘（東京養育家庭の会参与、元厚生労働省障害保健福祉部長） ※代表幹事 

前川 知洋（ファミリーホーム上野代表） 

宮田 俊男（医療法人社団 DEN 理事長、早稲田大学理工学術院先進理工学研究科教授） 

ロング朋子（一般社団法人 ベアホープ 代表理事） 

 

設立発起人 ※設立発起人の肩書は設立当時（2019年 2月当時） 

相澤  仁（大分大学福祉健康科学部 教授）          

猪飼 周平（一橋大学大学院社会学研究科 教授）        

市川  亨（共同通信編集局生活報道部 次長） 

大谷 泰夫（日本保育協会理事長、元厚生労働審議官）       

奥山眞紀子（国立成育医療研究センターこころの診療部 統括部長）   

大日向雅美（恵泉女学園大学 学長）          

影山   秀人（影山法律事務所 弁護士）     

柏女 霊峰（淑徳大学総合福祉学部 教授）   

上鹿渡和宏（長野大学社会福祉学部 教授） 
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共同代表・幹事・設立発起人・事務局 

 

 

 

 

唐澤   剛 （元厚生労働省家庭福祉課長、元内閣官房地方創生総括官） 

木下 勝之（日本産婦人科医会 会長） 

榊原 智子（読売新聞東京本社 調査研究本部 主任研究員） 

笹川 陽平（公益財団法人 日本財団 会長）            

潮谷 義子（社会福祉法人 慈愛園 理事長、前熊本県知事）    

澁谷 昌史（関東学院大学社会学部 教授）  

土井 香苗（ヒューマン・ライツ・ウォッチ 日本代表）        

永松  悟（大分県杵築市長）                

西澤  哲（山梨県立大学人間福祉学部 教授）         

西島 善久（公益社団法人 日本社会福祉士会 会長） 

西田 陽光（一般社団法人 次世代社会研究機構 代表理事） 

野澤 和弘（毎日新聞 論説委員）    

林  浩康（日本女子大学人間社会学部 教授） 

板東久美子（日本司法支援センター 理事長）         

福井トシ子（公益社団法人日本看護協会 会長）    

藤井 康弘（元厚生労働省障害保健福祉部長）   

宮島  清（日本社会事業大学専門職大学院 教授）  

宮田 俊男（大阪大学産学共創本部特任 教授、医療法人社団 DEN 理事長） 

村木 厚子（元厚生労働事務次官）    

村瀬嘉代子（一般財団法人 日本心理研修センター 理事長）      

山縣 文治（関西大学人間健康学部 教授） 

山本 詩子（公益社団法人 日本助産師会 会長）           

横倉 義武（公益社団法人 日本医師会 会長）   

横堀 昌子（青山学院女子短期大学子ども学科 教授）      

米山  明（心身障害児総合医療療育センター外来療育部長）   

 

事務局 

一般社団法人共生社会推進プラットフォーム 

理事長 藤井 康弘 

事務局一同 
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開催概要 
 

 

 

 

〇プレセッション： 

2022年 1月 28日 （金）   18:20～20:30 

WEB（Zoomウェビナー） & 事後動画 

〇フォーラム： 

2022年 1月 29日 （土） 10:30～18:00 

2022年 1月 30日 （日） 10:00～17:30  

早稲田大学大隈講堂 ＆ WEB（Zoomウェビナー） ＆ 事後動画 

〇主 催：全国家庭養護推進ネットワーク    

〇助 成：日本財団 

〇対 象：家庭養護の推進に興味・関心のある方はどなたでも 

〇参加人数：460名（登壇者、招待、報道関係、幹事、事務局含む） 

386人（登壇者、招待、報道関係、幹事、事務局を除く） 

内、共催の早稲田大学人間科学学術院からの参加者は 39名 

〇当日の Zoomウェビナー参加者： 

プレセッション：163人、1日目：233人、2日目：235人 

〇当日の来場者： 

1日目：10人、2日目：12人 
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プログラム 
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第４回 FLECフォーラム報告

 
プログラム  
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プレセッション 

2022年 1月 28日（金） 
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プレセッション開催にあたり（共同代表挨拶） 

  

 

柏女 霊峰 
（共同代表／淑徳大学総合福祉学部教授） 

 

 

 

 
第 4 回目の FLEC フォーラムプレセッションに WEB

参加いただき本当にありがとうございます。全国家庭養

護推進ネットワーク共同代表の 1 人である柏女と申しま

す。明日から第 4 回 FLEC フォーラムが開催され、本セ

ッションはそのプレッセッションの位置づけとなってお

ります。全ての方に無料参加いただいております。プレ

セッションのみの参加登録の方が、数は正確には分かか

らないのですけれども、200 人ぐらいいらっしゃり、ま

たそれ以外に全体参加者が 300 人以上いらっしゃいます

ので、かなり大勢の方がこのプレセッションにご参加い

ただいていると思います。私からは、このプレセッショ

ンの開催にあたってのご挨拶と、明日からの本フォーラ

ムの趣旨について短くご説明を申し上げたいと思います。 

平成 28 年の児童福祉法改正において、わが国の社会

的養護においても、里親委託をはじめとする家庭養護が

原則とされ、さらにこどもたちのパーマネンシー保障と

いう観点から、特別養子縁組を推進する方向も明確に打

ち出されました。家庭養護を現場で実際に推進していく

ためには、里親、ファミリーホーム、施設、児童相談所、

民間養子縁組斡旋機関、フォスタリング機関といった関

係者のみならず、学会、行政、メディアなど様々な関係

者相互のネットワークを構築、強化するとともに、それ

ぞれの現場で関係者が共通認識の下、密接に協力して具

体的な対策に取り組むことが必要になります。また、今

後は障害児施策や子育て支援施策、母子保健施策、学校

教育等の関連分野との連携、共同もますます重要性を増

してきています。このような認識の下で開催してきた

FLEC フォーラムも今回で第 4 回になります。令和 4 年

は、児童福祉法改正が予定されており、厚生労働省の社

会保障審議会児童部会、社会的養育専門委員会の報告書

も、公表に向けた最後の詰めが議論されています。そこ

で今回は、児童福祉法改正と今後の社会的養護の展望、

これをメインシンポジウムのテーマとして採り上げるこ

とにいたしました。社会的養育専門委員会報告と、児童

福祉法改正案に盛り込まれることが予定されている論点

について幅広く採り上げ、こどもの権利を中心に老いた

討論を行いたいと思います。 

また昨年度に引き続き、今回もプレセッションを、フ

ォスタリング機関評価を含めた、社会的養護全体の評価

について考える。これをテーマとして行います。本ネッ

トワークの上鹿渡幹事のコーディネートの下、7 名のパ

ネリストの参加により、第 3 回の議論をさらに発展させ

ていければというふうに思い、企画いたしました。今回

も WEB 参加のみとさせていただき、参加費無料で参加

できるほか、事後動画の配信もさせていただくこととし

ております。幹事間の議論で、政策、実践の科学化、評

価、研究の必要性が挙げられ、特に若手研究者へのこの

分野への参画が必要との思いから、このような企画を採

り上げました。企画内容の詳細はこのプレセッションの

担当幹事である上鹿渡氏から趣旨説明がありますが、早

稲田大学社会的養育研究所のご協力をいただいておりま

すことを申し上げておきたいと思います。 

なおこのプレセッションに関連し一言だけ付け加えさ

せていただければと思います。現在全国社会福祉協議会
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プレセッション開催にあたり（共同代表挨拶） 

では、昨年 8 月からの事業として、福祉サービス第三者

評価事業のあり方に関する検討会が開催されています。

国における第三者評価事業が 20 年を経た今、改めて第

三者評価事業のあり方を提言する検討が進められている

のです。この全国社会福祉協議会は、第三者評価事業の

全国推進組織を担っております。今年度末までには国に

対して提言を行う予定であり、今回そのメンバーである

新津ふみ子氏にもパネリストとして参画をいただいてお

ります。多彩なパネリストの議論により、実り多い成果

が上がるディスカッションとなることを期待しておりま

す。 

 この企画に WEB 参加され、有意義なひとときを過

ごされた方は、ぜひ明日からのフォーラムにもご参加い

ただきますようお願いいたします。詳しい内容、参加方

法については、共生社会推進プラットフォームのホーム

ページをご参照ください。それでは皆様方のご協力によ

り、実りある議論になりますようお願いをして、私の挨

拶、趣旨説明とさせていただきます。皆様どうぞよろし

くお願いいたします。 
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プレセッション「フォスタリング機関評価を含めた 

社会的養護全体の評価について考える」 

 

 

プレセッション 
「フォスタリング機関評価を含めた社会的養護全体の評価について考える」 
 
パネリスト：西郷 民紗（早稲田大学社会的養育研究所 客員研究員、HITOTOWA） 
      山口 敬子（京都府立大学公共政策学部 准教授） 
      新津ふみ子（一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 会長） 
      安部 計彦（西南学院大学 教授）  
      家子 直幸（三菱 UFJリサーチ&コンサルティング、 

早稲田大学社会的養育研究所 客員研究員） 
       藤林 武史（西日本こども研修センターあかし企画官（元福岡市児童相談所 

 所長）） 
       中村みどり（Children's Views & Voices 副代表） 
 コーディネーター： 

上鹿渡和宏（早稲田大学人間科学学術院教授、早稲田大学社会的養育研究所所
長） 
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プレセッション「フォスタリング機関評価を含めた 

社会的養護全体の評価について考える」 

 
上鹿渡： 

今回フォスタリング機関評価を含めた社会的養護全体の

評価について考えるということで、ここから 2 時間色々

な話をしていきたいと思っています。このプレセッショ

ンについてですが、令和 3 年度、社会的養育専門委員会

の報告書案で、フォスタリング機関を児童福祉施設とし

て位置づけ、それと同時に第三者評価の確実な実施が必

要になる、ということがしっかりと示されております。

早稲田大学社会的養育研究所においては、日本財団の助

成を受けて 2020 年度からこの評価についての検討を続

けており現在も検討中です。 

このような評価については、これまで具体的な検討が

なされたことはなく、社会的養護関係施設、養子縁組あ

っせん機関、一時保護所、児童相談所の評価や調査結果

等も参考にしながら、またイギリスのオフステッドも参

考にして、今検討を進めているところです。今回は、ま

ず、このフォスタリング機関の評価について具体的な提

示をした上で、既に実施をされている評価における現状

や課題、どうあるべきかなど、各パネリストの方々から

ご報告いただきたいと思っております。 

施設、児童相談所、一時保護所、養子縁組あっせん機

関、それぞれでの検討はされてきたと思いますが、今回

はこれらを包括的に議論する場として、社会的養護全体

の評価について再考する機会としたいと思っています。

パネリストの皆さんをご紹介します。西郷さん、早稲田

大学の社会的養育研究所、客員研究員であり、

HITOTOWA にも所属されています。山口敬子さんは、

京都府立大学准教授です。新津ふみ子さんは、先程柏女

先生からもご紹介いただきましたが、第三者評価にずっ

と関わってこられた方です。安部先生は西南学院大学教

授で、児童相談所、一時保護所についての評価に携わっ

ておられます。家子さんは、民間シンクタンクの方です

けれども、早稲田大学社会的養育研究所に客員研究員で

もあり、色々と対応していただいています。藤林武史先

生は、元福岡市児童相談所所長、今は明石の研修センタ

ーで企画官をされています。中村みどりさんは、今回は

当事者として、CVV 副代表としていろいろコメントをい

ただきたいと思っております。このあと 35 分からそれ

ぞれ各 15 分で、ご紹介、ご報告をいただきたいと思い

ます。5 人分終わったところで、各パネリストの方から

10 分ずつコメントをいただいて、そのあと残った時間で

ディスカッションとしたいと思います。8 時半終了とい

うことで進めてまいります。 

今回は時間がかなり限られておりまして、質問等にお

答えする時間がとれないと思いますが、今回こういった、

全てを包括的に議論する場、話を聞くということは初め

ての機会になると思います。皆さん、いろいろ疑問に思

うことや意見やご感想を持たれると思います。ぜひチャ

ットのほうに書き込んでいただければと思います。今回

ご紹介することや、回答することはできませんが、会の

終了後、登壇者みんなで共有して、次回以降こういった

機会がまたあれば、そこに活かし、今後それぞれの評価

を検討する際にぜひ参考にさせていただきたいと思って

おります。 
 

～各パネリストより報告～ 

（報告概要はスライド参照） 

 
上鹿渡： 

それではここで、中村みどりさんから社会的養護経験者

としてパネリストの皆様からお話いただいたことについ

てご意見、コメントをいただけたらと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

中村： 

よろしくお願いします。皆さんの発表がすごくいろいろ

な視点からのお話があったのでとても勉強になり、参考

になったなと感じています。私から 4 点感想と、あと今

後に期待することをお話させていただけたらと思ってい

ます。 

まず 1 つ目は、この評価というのがこどもや保護者に

とってどのように意味をなすのか、という視点がとても

重要かなと思っています。 

2 点目が、関係する施設の職員さん、児童相談所の職
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員さん、そしてケアを提供する里親さんを含めて、関わ

る大人たちがこの評価によってどういうよい影響を受け

ることができるのか、というところです。 

3 点目は、利用者調査ということで出てきたかなと思

いますが、多くはアンケートをこどもからとっていると

いうところなのですが、どうしてもアンケートとなると、

文字が読み書きできるこどもたちに対象が限られてしま

うということで、それが本当に利用者調査としてどこま

でこどもたちや保護者の声を吸い上げられているのか、

というふうな視点が気になったというところと、あとイ

ンタビューの調査という方法もあると思うのですが、イ

ンタビューの調査となると、評価者の聞く力、専門性と

いうのもとても重要になってくるということもあります

ので、実際に今の評価の評価者の専門性はどうなってい

るのか。先程の発表でも、評価者の質の向上とか、評価

する組織としてどうかということもある、というお話も

あったかなと思いますが、その点がとても気になってい

ます。 

そして 4 つ目が、山口先生と新津先生からのお話でも

あったかなと思いますが、こどもへ、保護者へのフィー

ドバックがどのようになされていくか、または今後なさ

れていくのか、というふうなことです。そして先程の山

口先生のお話の、こどもに分かりやすい、という説明が

あったかなと思いますが、やはりここのポイントはすご

く重要かなと思っていて、これまでの評価とか、これは

評価だけではなくて様々な調査、研究というのが聞きっ

ぱなしになっていて、聞かせてもらった評価、調査を受

けてくださった方へのフィードバックがほとんどなされ

ていないというのが現状かなと思っています。その点を

どう改善していくのか、どう考えていくのかというふう

に感じました。 

そして今後に期待することと、私が持っている課題を

最後にお話させていただきます。社会的養護全体の質の

向上ということを考えるときには、やはり第三者評価の

限界というのがあるだろうなと思っています。昨年、全

国のケアリーバー調査において、私もすごく勉強させて

いただきましたが、ケアリーバー調査ということであっ

たり、これから進んでいくであろうこどもアドボカシー

の実践というところからのこどもたちの声ということも

含みながら、第三者評価だけではなくて、やはり複合的

な視点とか評価ということが必要ではないか、というふ

うに思っています。やはりトライアンギュレーションが

制度をよりよくしていく、というふうな重要なポイント

になるのだろうなと思っています。 

そして最後に課題なのですが、これはこの評価をする

中でずっと考えてきたことなのですが、社会的養護経験

者がこの評価にどう参画していくかということをどう実

現していくか、ということが個人的な課題としてありま

した。私たちが受け身として評価をされる側ではなくて、

実際に施設や里親家庭を経験してきた人たちが評価に参

画していく、ということが私の今度の課題でもあります

し、そして社会でもどう実現していくか、ということを

一緒に考えていただけたらな、と思っています。簡単で

すが以上です。ありがとうございます。 

 

上鹿渡： 

ありがとうございました。それでは最後に藤林先生か

ら全体を通してまとめやコメントをいただけたらと思い

ます。よろしくおねがいいたします。 

 

藤林： 

はい。かなり時間が押しているのでコンパクトに私の

ほうからコメントしたいと思います。本当に様々な分野

のパネラーの方々からの発表であったのですけれども、

それぞれの領域に共通する課題として 3 点私のほうから

もコメントしたいと思います。その際に、山口先生から

のオフステッドに関する調査結果も参照しながら、とい

うふうに思っております。 

そもそも第三者評価は何のためなのか、誰のためなの

か、という目的のところなのですけれども、義務化して

いる理由というのは、措置制度があるので義務化されて

いるわけです。これは社会的教育ビジョンに書かれてい

る文章ですけれども、競争原理が働かないのでサービス

の質が担保されないと。ですから、評価を行うことによ

ってサービスの質の向上を図っていくということがそも

そもの出発点だったなと思います。もうちょっと考えま

すと、それは安部先生の「こどもの権利擁護に寄与す

る」という視点、または、西郷さんの「権利擁護なの
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だ」という視点も非常に重要なところではないかなと思

います。 

そうであれば、第三者評価はこどもの権利擁護に寄与

するものでなければならないわけなので、実際そうなっ

ているのだろうかというところが一つの疑問点なのです

けれども、これは新津先生からの現状の課題の中に、こ

れ全部ではないにしても、そういうところが少なからず

あるということなのですけれども、「なかなか実際に結

びつかない」っていうところがあったり、「形式的な書

類整備は安直な対策に走りがちなところ」があったり、

という課題が現状ある。「利用者調査も公表されていな

い」という問題があることも考えると、本当に義務化さ

れた第三者評価がこどもの権利擁護に寄与するものにな

るためにはどうあるべきなのか、ということを、今後児

童相談所、フォスタリング機関、養子縁組斡旋機関、今

から進んでいく評価機関はここの問題について真剣に考

えていかないといけないと思うのです。そのときの一つ

の参考になるのはオフステッドのこの原則かなと思いま

す。要するに、このサービス、社会的養護がこどもと若

者にどのような影響を与えているのか。こどもたちの生

活に最も重要なものに焦点を当てる、という視点が非常

に大事じゃないかなと思います。 

そのために何をするのかということで、ケース分析を

行う。またはこどもや若者との対話。アンケートだけで

いいのだろうか？ということも思うわけなのですけれど

も、アクティビティに参加するといったようなこともあ

るのかなと思いますし、実際にどのようにケース会議が

行われているかということを観察していくことも重要な

のかなと。そうなると、最大 5 日間というのは必要なこ

となんじゃないかなとも思います。 

要するに、それぞれの施設やフォスタリング機関や児

童相談所が、このテーマにどのように取り組んでいるか。

こういうことをやっています、ということだけではなく

て、それがこどもにどういう影響を及ぼしているのかと

いう視点が重要ではないかなと思います。じゃあそれを

どうやって把握するのか。把握したものをどのように評

価に反映させるのか。これはとても難しい課題かなと思

っておりまして、単にこどもとお話をすればいいという

問題でもなくて、そこのこどもへの影響の把握の仕方と、

その把握したものを評価に反映させるということを考え

ると、2番目の課題である、専門性なのです。 

評価調査者の専門性をどうやって確保していくのかと

いうのは、これはそれぞれの発表者からの共通の課題で

あって、安部先生からは、やっぱり質の高い評価者が必

要であり、対話型の評価でないと本質に迫れないのです。

こういうふうにやっています、うちは大丈夫です、って

言われても、本当かどうか分からないわけです。現に全

国の 3 割の事業所で評価を受審しているけれども、それ

に対して疑う声があるということを考えると、今後評価

機関が社会から信頼されるためには専門性が非常に大き

な課題です。そうなのですけれども、どう確保していく

のか、またはどのような研修をするのかというのも非常

に重要な課題かなと思います。 

3 点目なのですけれども、一つはこの第三者評価、ど

う活用していくのか。それは確かに業務の質の改善に使

っていくわけなのですけれども、西郷先生からも言われ

たように、単に個々の機関の業務改善だけではなくて、

制度全体の見直しにつなげていくとか、安部先生からは、

児童相談所白書を作って全体で共有するのだ、とか、家

子さんからは、社会の改善活動に使っていくのだ、って

いうふうな非常に前向きな提案もあるわけですけれども、

実際はなかなか「利用者選択に関する情報交換」に役立

っていない。措置制度なので難しいのです。確かに私が

児相長のときに、各施設の第三者評価を見て、ここには

措置しないでおこう、とか思ったことはないわけです。

ここをどう役立てていくのかというのも非常に重要な課

題ということと、公表することの意味、それから公表さ

れたものの活用。ここがまた大きな課題かなと思います。 

それともう一つ、いろんなアンケート調査もあります

し、第三者評価でもアンケートに答えたり、インタビュ

ーに答えたりするのですけれども、じゃあこどもは尋ね

られるだけで終わってしまうわけなのです。その結果ど

うなったのかを知らされることがないわけなのですけれ

ども、確かにオフステッドさんがされているように、そ

の結果どうなのかということをこども向けに、どう作成

し、伝えていくのか。これも非常に重要な課題かなと思

っております。 

時間がないので駆け足ですけれども、最後に、私はこ
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のセッションはとても大事な意味があったなと思ってい

て、本当はこれを対面でもうあと 1 時間ぐらいできたら

いいです。それぞれの領域の方がこれだけ一堂に会する

ことはめったに無いわけですから、オフステッドのよう

な共通フレームを将来目指すような目的で、それぞれの

意見交換がもっとできたらいいのかなと思っていました。 

ただこれがスタートじゃないかなと思っていまして、

家子さんが言われたみたいに、今後この評価の評価、評

価の研究、PDCA サイクルを回していくということを行

うことで、より質の高い評価に到達していけるのではな

いかという期待を、今日のセッションをきっかけに思い

ました。そのことが、こどもの権利擁護やウェルビーイ

ングの向上につながっていくのではないか。確かに中村

さんが言われたみたいに、これだけで向上してくとは思

えないのですけれども、こどもの権利擁護、ウェルビー

イングの向上につながっていく一つの大きなファクター

として、この評価制度が成熟していくということが重要

ではないかなと思いました。非常に簡単ではありますけ

れども、私からは以上で終わりたいと思います。 

 

上鹿渡： 

大変わかりやすくおまとめいただきました。今回のセ

ッションには関係者の方や評価される側の方々もたくさ

ん参加してくださっていて、本当は皆さんからも意見を

いただいて、みんなで作っていくような場にしたかった

のですが、本当に盛り込みすぎていまして、なかなかそ

ういう時間が作れませんでした。このあとも一言ずつい

ただいているとそれだけで 5 分、10 分になってしまい

ますので、今日はここで終わりということになるのです

けれども、最後に藤林先生おっしゃってくださったよう

に、今回のセッションは本当に初め、最初の回かなと思

っています。ここから始めて、今回ここで共有をしたと

ころですので、最後に中村さんと藤林先生からいただい

たまとめや課題、コメント、これらに応えるようなかた

ちでさらに議論を深めていきたいと思って聞いておりま

した。 

この場でこれ以上深めることはできないのですけれど

も、社会的養育研究所ではフォスタリング機関の評価に

ついては、今藤林先生や中村さん、山口さんには委員と

して参画いただき、西郷さんに取りまとめてもらう形で

検討しているところですが、そこでも今日ご報告いただ

いた、安部先生や新津さんにも何らかの形で参加してい

ただきまた今回の話を深めていくような場を来年度もで

きたらなと思っておりました。そしてそれをまた皆さん

に還元するような機会を作れたらと思っております。そ

れが FLEC や、研究所でシンポジウム等を開催して、そ

れをまた共有して、ということもできるのではないかと

考えておりました。 

法改正が控えている中で大きく変わっていく時期に、

この評価というものをしっかりしていくことはとても重

要なことだと思いました。評価もまた変わっていくとい

うお話しもありました。その目的、国や自治体や児相、

そしてこどもに向けてどうしっかり理解できるものを作

っていくかということについてなど、本当にたくさんの

大事な視点をご提供いただきました。これをさらに深め

て、皆さんとまた共有できる日をしっかりと作っていき

たいと思っております。ありがとうございました。 
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